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令和３年さいたま市議会６月定例会提出議案一覧

合計１９件（専決処分報告議案２件・予算議案３件・条例議案９件・一般議案３件・道路議案２

件）

≪専決処分報告議案≫

議案第７９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（令和３年度さいたま市一般会計 

補正予算（第２号）） 

議案第８０号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（さいたま市市税条例の一部を改 

正する条例の制定について） 

       （所管課所・財政局税務部税制課）

地方税法の一部改正に伴い、緊急にさいたま市市税条例の一部を改正する必要が生じたため、

令和３年３月３１日付けをもって専決処分したもの。 

 （内容）

１ 扶養親族申告書等の電子提出に係る税務署長の承認の廃止 

 ・ 所得税における見直しと同様に、税務関係書類の電子化推進の観点から、電子提出の

要件である税務署長の承認を不要とすることとするもの。 

２ 固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の延長等 

・ 令和３年度の固定資産の評価替えに伴い、土地に係る負担調整措置の適用期限を、３

年延長するとともに、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動等の環境が大きく

変化したことを踏まえ、令和３年度に限り、課税標準額が増加する土地について前年度

の課税標準額に据え置く措置を講じることとするもの。 

３ 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 

 ・ 軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する臨時的軽減について、適用期限を９箇

月延長し、令和３年１２月３１日までに取得したものを対象とすることとするもの。 

（施行期日） 令和３年４月１日 

≪予算議案≫ 

議案第８１号 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第３号） 

議案第８２号 令和３年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第８３号 令和３年度さいたま市一般会計補正予算（第４号） 

≪条例議案≫ 

議案第８４号 さいたま市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・財政局税務部税制課）

 行政不服審査法施行令の改正を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 押印等の手続の削除 

 ・ 審査申出人が提出する審査申出書、関係者が提出する口述書等について、押印等を不

要とするもの。

 （施行期日） 公布の日
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議案第８５号 さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三者委員会条例の制

定について 

       （所管課所・総務局総務部法務・コンプライアンス課）

令和２年度に発覚した生活保護法による保護の決定及び実施に関する業務における不適正な

事務処理について、市の内部調査による報告内容の検証及び再発防止の提言を行うため、附属

機関を新たに設置するもの。 

 （内容） 

１ 設置 

 ・ 市の内部調査による報告内容の客観的かつ公正な検証及びその検証を踏まえた再発防

止の提言を行うため、「さいたま市生活保護業務における不適正事務処理に関する第三

者委員会」を設置するもの。 

２ 所掌事務 

 ・ 委員会は、不適正な事務処理を受けて実施した市の内部調査による報告内容の検証、

その検証を踏まえた再発防止の提言等を行うこととするもの。 

３ 組織 

⑴ 委員会は、委員５人をもって組織することとするもの。 

⑵ 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱することとするもの。 

  ４ 任期 

・ 委員の任期は、２の事務を終える日までの間とするもの。 

  ５ 会長 

   ・ 委員会に、委員の互選による会長を置くこととするもの。 

  ６ 会議 

⑴ 会長は、委員会の会議を招集し、その議長となることとするもの。 

⑵ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないこととするもの。 

⑶ 会議は、公開とするもの。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って会議

を公開しないことができることとするもの。 

  ７ 関係者の出席等 

   ・ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明若しくは意見を聴

き、又は必要な資料の提出を求めることができることとするもの。 

  ８ 守秘義務 

   ・ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととするもの。 

  ９ 庶務 

   ・ 委員会の庶務は、総務局において処理することとするもの。 

（施行期日） 公布の日 

議案第８６号 さいたま市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

       （所管課所・都市戦略本部デジタル改革推進部）

  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正を踏まえ、所要の改正を行う

もの。 
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 （内容） 

  １ 題名の改正 

   ・ 題名を「さいたま市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」に改めるもの。 

  ２ 電子情報処理組織を使用した手数料納付 

   ・ 申請等のうち、当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が

規定されているものを電子情報処理組織を使用して行う場合における手数料等の納付に

ついては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法等をもっ

てすることができることとするもの。 

  ３ 申請等に係る添付書面等の省略 

   ・ 申請等に係る添付書面等について、当該申請等に関する他の条例等の規定にかかわら

ず、市の機関等が、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、確認すべき事項に係る

情報を入手し、又は参照することができる場合は、添付を要しないこととするもの。 

  ４ 情報システムの整備等 

   ・ 市は、電子情報処理組織を使用した申請等及び申請等に基づく処分通知等の実施、申

請等に係る書面等の添付の省略、当該情報システムを利用した迅速な情報の授受並びに

当該情報システムの共用の推進を図るために必要な措置を講じるよう努めなければなら

ないこととするもの。 

 （施行期日） 公布の日

議案第８７号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・財政局税務部税制課） 

  地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 住宅ローン控除の見直し 

 ・ 所得税において、控除期間を１３年間とする住宅ローン控除の特例の延長等の措置が

講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除しきれなかった

額を、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する措置を講じること

とするもの。 

  ２ 軽自動車税種別割のグリーン化特例の延長 

   ・ 軽自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）について、対象車両の重点化等を行った 

上で、適用期限を２年延長することとするもの。 

  ３ 固定資産税の特例措置の創設 

・ 特定都市河川浸水被害対策法及び下水道法に基づき、市長の認定を受けて整備された

浸水被害防止及び軽減のための雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準を１

／３の割合を乗じた額とする特例措置を創設するもの。 

４ 非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直し 

・ 令和２年度税制改正における扶養控除に係る国外居住親族の見直しを踏まえ、扶養控

除の対象外となる国外居住親族を、非課税限度額の算定基準から除外することとするも

の。 

５ セルフメディケーション税制の延長 

 ・ スイッチＯＴＣ医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けること 

ができる特例の適用期限を５年延長することとするもの。 
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 （施行期日） 公布の日（３については特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律

の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日、４については令和６年１

月１日、５については令和４年１月１日） 

議案第８８号 さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局保健所環境薬事課） 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正に伴い、

所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

   ・ 条例で引用している医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律及び同法施行令の条項を整備するもの。 

 （施行期日） 令和３年８月１日 

議案第８９号 さいたま市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部生活福祉課） 

  救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を

踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ ハラスメント対策の強化 

   ・ 保護施設等は、利用者に対し、適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性

的な言動等により職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならないこととするもの。 

  ２ 業務継続に向けた取組の強化 

   ・ 感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に対する適切な処遇を継続的に実施

できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の

実施等を義務付けるものとするもの。 

  ３ 非常災害対策の強化 

   ・ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、避難等の訓練

の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないことと

するもの。 

  ４ 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止 

   ・ 感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する取組の徹底を求める観点か

ら、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を義務付けるも

のとするもの。 

  ５ 経過措置 

   ・ 感染症等への対応に係る事項（２及び４）については、保護施設等の事業者の準備期

間を設ける必要があるため、令和６年３月３１日までの２年８か月間の経過措置を設け

るものとするもの。 

 （施行期日） 令和３年８月１日
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議案第９０号 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す 

る条例等の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部障害支援課） 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正等を踏まえ、さいたま市指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例ほか１０条例について、所

要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  １ 記録の作成等に係る見直し 

   ⑴ 指定障害福祉サービス事業者等（⑵に掲げるものを除く。） 

    ア 諸記録の作成、保存等について、これまでの書面に代えて、電磁的記録により行う

ことができることとするもの。 

    イ 利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的方

法により行うことができることとするもの。 

   ⑵ 児童福祉施設及び家庭的保育事業者 

    ・ 諸記録の作成、保存等について、これまでの書面に代えて、電磁的記録により行う

ことができることとするもの。 

  ２ 乳児院等の長の任用要件の見直し 

   ・ 施設運営基準における乳児院等の長の任用要件のうち、児童福祉事業又は社会福祉事

業に従事していた期間を勘案するものについて、相談援助業務に従事していた期間を勘

案することとするもの。 

  ３ その他所要の改正 

   ・ １及び２に定める基準のほか、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

の基準等について、省令で定める基準と同様の基準を定めるものとするもの。 

 （施行期日） 令和３年７月１日（２については令和４年４月１日、３については公布の日）

議案第９１号 さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

 ⑴ 被保険者の適用除外に係る規定を整備するもの。 

⑵ 新型コロナウイルス感染症の定義について、規定を整備するもの。 

 （施行期日） 公布の日

議案第９２号 さいたま市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

       （所管課所・市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課） 

  婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 記録の作成等に係る見直し 
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   ・ 婦人保護施設は、諸記録の作成、保存等について、これまでの書面に代えて、電磁的

記録により行うことができることとするもの。 

 （施行期日） 公布の日

≪一般議案≫ 

議案第９３号 高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線の跨道橋（前原橋）撤去工事委託契約に 

ついて 

       （所管課所・建設局土木部道路計画課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線の跨道橋（前原橋）撤去工事 

  ２ 契約の方法 

    随意契約 

  ３ 契約金額 

    ５億１，４８９万３２円 

  ４ 契約の相手方 

    東日本高速道路株式会社関東支社 

議案第９４号 見沼通船堀（西縁）再整備工事請負契約について 

       （所管課所・教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    見沼通船堀（西縁）再整備工事 

  ２ 契約の方法 

    一般競争入札 

  ３ 契約金額 

    ３億２，０８９万７，５００円 

  ４ 契約の相手方 

    内田・新研特定共同企業体 

議案第９５号 首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について 

       （所管課所・建設局土木部広域道路推進室） 

  首都高速道路株式会社が埼玉県道高速さいたま戸田線に関する事業の料金の額及びその徴収

期間を変更することについて、本市内における区間の道路管理者として同意をするため、その

議決を求めるもの。

 （内容）

 １ 料金の新設及び改定 

  ⑴ ＥＴＣ専用施設のみが設置された出入口等に、ＥＴＣ車以外の自動車が進入した場合

の誤進入料金を新設するもの。 

  ⑵ 走行距離に応じた料金体系へ移行する際に設定した激変緩和措置に係る上限距離及び

上限料金を改定するもの。 

 ２ 割引制度の新設及び変更 
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   ・ 深夜割引を新設するとともに、大口・多頻度割引の割合を引き上げることとするもの。

≪道路議案≫ 

議案第９６号 市道路線の認定について 

       （所管課所・建設局土木部土木総務課）

（内容）

一  般 ２路線

開  発 １４路線

合  計 １６路線

議案第９７号 市道路線の廃止について 

       （所管課所・建設局土木部土木総務課）

（内容）

一  般 １路線

開  発 １路線

合  計 ２路線


